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．
明
浩
期
に
入
る
と
，
債
務
者
保
護
の
思
想
溢
高
ま
る
．

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ご
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
　
ハ

に
レ
至
る
の
で
あ
る
。
㌔
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
　
　
；
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
、

　
右
指
令
に
依
っ
て
知
ら
れ
る
通
り
、
そ
の
初
め
筆
士
族
、
寺
院
A
就
入
の
生
め
の
差
押
禁
止
財
産
（
帯
力
一
腰
ハ
其
職
務
轟
罵
シ
候
質
開
〉

劉
淋
嵐
現
す
る
の
で
あ
る
が
、
・
落
が
同
五
年
退
ハ
月
二
十
三
日
の
h
身
代
限
規
則
」
予
選
、
挙
民
に
糞
し
て
も
櫨
張
せ
ら
れ
、
．
叉
そ
の
制
度
』
、

イ
般
の
内
容
が
潔
次
備
は
る
の
で
あ
る
。
，
以
下
に
そ
の
概
略
を
窺
う
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
艇
，
　
・
∵
　
、
　
　
、
、

娩
治
葦
六
塁
＋
三
昊
霊
魂
肖
聖
経
七
讐
以
て
・
華
肇
輩
民
に
封
ず
る
「
耗
騎
選
斐
め
ら
れ
、
穿
朔

暴
轟
超
し
遊
で
あ
墓
、
先
づ
翠
民
身
代
限
抵
催
シ
豊
艶
ブ
可
7
サ
ル
、
韻
』
と
隠
學
ぐ
電
の
簑
の
通
番
象
っ
、

ハ
、
驚
蒔
服
藩
替
共
婁
馨
コ
通
男
』
、
（
煽
．
じ
『
一
夜
具
男
女
共
各
轡
通
宛
』
、
（
三
）
コ
本
人
ノ
職
業
ツ
爲
ス
三
必
要
ナ
器
物
晶
似
學

蓼
杢
、
教
離
農
墨
書
翠
蔓
三
筆
書
類
器
械
・
煙
毒
金
饗
毒
蓋
ル
嚢
モ
本
岩
梅
ム
暫
墨
差
シ
蕎
摂
．

．
費
選
書
盛
定
ノ
護
農
顛
魔
愛
糞
入
札
令
悪
天
姦
サ
斎
餐
査
郵
書
入
札
昆
毒
筆
ヲ
挙
養

髪
癖
可
キ
葺
、
㊧
コ
籍
」
震
香
ヲ
濁
り
嚇
ケ
月
野
薄
ル
繁
ヲ
辱
置
ク
寄
憲
」
堤
τ
ハ
菩
零
窒

寄
寄
二
嚢
寡
姦
少
ハ
零
簗
八
露
黒
髪
コ
姦
ノ
轟
㊧
『
墾
及
馨
黛
海
　
」
ご
、

礎
畢
義
身
代
叢
叢
ジ
一
．
餐
可
ラ
菩
．
類
』
誠
、
容
雲
諜
レ
但
春
墨
善
簗
ヲ
引
羅
馨
糠
キ
騒

察
不
足
暑
ハ
葦
夢
叢
叢
海
難
へ
婆
嚢
藁
薦
二
）
コ
ド
奈
類
翌
杢
付
略
章
塵
、
へ
三
）
μ
『
　
簸
塁
略

〆　二

1鴨製



、

’

」

、

’

b

●
ノ

　
二
付
各
憎
遇
宛
』
、
・
へ
四
）
『
一
博
服
着
共
男
女
各
二
通
宛
』
、
（
五
）
『
一
夜
具
男
女
共
各
一
通
宛
9
、
へ
六
）
『
一
本
人
職
業
ヲ
爲
ズ
ニ
必
要
ナ
ル
・

豊
春
過
添
書
藝
ヲ
添
蓑
麦
生
塁
商
等
量
讐
必
要
莞
書
頻
及
難
械
・
錫
等
等
墾
＋
爾
二
男
善
撃
交
！
揮
ム
　
‘

’
所
二
軸
ス
．
ヘ
シ
其
値
段
ハ
貸
主
借
主
ヨ
ツ
暫
定
ノ
者
道
具
屋
ノ
鼠
一
入
宛
差
出
シ
外
入
札
入
ト
井
昌
入
札
致
ナ
セ
村
町
役
入
二
於
テ
総
入

札
ヲ
、
比
較
シ
高
札
ヲ
以
」
テ
其
便
ヲ
定
ム
可
キ
事
』
、
（
七
い
コ
暢
零
及
炊
具
類
各
一
通
』
で
あ
っ
た
。
「

　
曾
侶
に
封
し
て
は
、
翌
明
治
六
年
三
月
二
十
五
日
太
政
宮
布
告
第
八
十
ル
鞠
を
以
で
「
身
代
限
規
則
」
が
公
布
せ
ら
れ
芦
『
三
三
ト
シ
・

デ
差
押
フ
可
ラ
サ
ル
品
類
昌
を
、
（
一
）
コ
食
料
」
寺
内
必
入
導
ヲ
量
レ
曾
侶
ハ
晶
白
昇
五
合
変
ハ
八
合
雑
穀
ハ
一
升
二
合
選
一
ン
．
月
間
用

7
ル
飯
米
ヲ
残
シ
置
ク
可
キ
事
』
、
（
二
）
『
唖
建
物
法
用
三
必
要
ザ
ル
箇
所
L
但
本
堂
等
へ
建
漏
壷
ト
・
モ
榮
藩
論
驕
ズ
ル
箇
所
ハ
此
限
篇
ア
｝
7
．

ス
』
、
（
三
ヨ
粛
帳
二
記
要
ル
部
盆
、
（
四
）
豊
離
物
帳
二
騎
シ
テ
記
撃
ル
纂
傅
承
ノ
賀
惣
、
盆
）
コ
蓑
重
所
化
及
尼

共
各
一
通
宛
』
、
λ
憂
欝
一
時
服
着
替
共
寺
主
所
化
及
婦
女
共
各
二
通
宛
『
（
七
）
『
一
夜
具
寺
主
萸
所
化
及
婦
女
共
各
一
通
宛
』
、
，
（
八
）
『
一
鍋
釜
畠

及
炊
具
類
各
一
通
『
配
（
九
）
コ
．
本
人
職
業
ヲ
爲
ス
ニ
必
要
ナ
ル
金
額
罫
十
耐
二
至
ル
迄
ノ
物
品
ヲ
差
除
ク
等
漏
壷
ノ
方
法
棚
下
士
族
卒
民

ノ
身
代
限
蔚
シ
を
レ
て
居
る
。
＼
，
㌘
　
　
．
．
　
・
．
．
2
．
．
㌦
　
．
　
聖
．
、
，
・
．
・
～

至
が
摺
壁
塗
の
財
餐
任
の
薔
饗
す
る
原
畢
あ
り
、
近
袋
の
成
立
茎
意
、
費
欝
需
の
原
則
と
し
て
復

・
れ
奮
で
あ
ゑ
只
し
か
し
、
以
上
の
難
は
隻
影
の
布
告
、
拍
令
な
ど
羨
り
多
斎
言
が
暮
れ
た
の
で
あ
り
、
女
そ
の
條
項

の
纏
に
歌
い
｛
、
寸
々
の
指
令
復
っ
て
そ
の
意
味
す
る
舞
う
が
逐
誘
謄
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
等
に
書
て
鉢

、
註
託
中
に
読
述
を
譲
り
、
ヒ
A
に
は
そ
の
原
則
の
概
要
を
示
す
に
止
み
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
、
（
一
）
「
黒
垂
讐
甲
翼
三
頁
所
出
『
朋
治
五
年
壬
早
月
＋
三
暑
令
暴
七
皐
九
日
愛
観
想
』
の
條
の
措
令
申
に
『
馨
馨
蓮
嬰
噛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
三
面
期
の
民
妻
窪
（
金
、
田
〉
一
へ
．
　
　
∴
「
　
・
・
二
　
嚇
學
9
．
u
・
、
．
，
“

！

’



’

勢

ρ

転

磁し．

な

鳥

そ

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
政
研
兜
第
十
七
巻
倉
併
號
　
　
　
、
　
　
　
　
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
．
　
　
　
．
　
　
　
　
　
轍
四
ご
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愛

　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
テ
欝
欝
ソ
日
延
ヲ
願
フ
ト
キ
ハ
幾
日
ニ
チ
モ
聞
二
丁
申
原
告
人
承
諾
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
身
代
限
リ
濟
方
鳥
渡
シ
田
畑
尿
屋
敷
家
財
等
入
札
擁
ノ
上
負

　
　
　
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
債
高
ヨ
リ
不
足
ナ
ル
ト
キ
ハ
莫
落
人
ハ
勿
論
相
宿
人
白
歯
ル
報
身
代
持
直
シ
次
第
禽
濟
方
可
受
旨
申
渡
寸
々
』
0
・
　
　
　
　
　
　
q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
釜
（
ミ
）
嚢
墨
引
問
婁
嚢
。
，
爾
ほ
導
者
夢
占
も
、
畠
簸
た
る
霧
者
を
要
す
の
で
あ
り
、
契
の
響
は
保
管
れ
な
い
。

“
　
　
　
　
　
　
　
〆
㌫
、
　
　
蝕
（
四
）
勝
引
参
看
。
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
－
巴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
p
　
　
　
h
　
　
　
　
，
．
夷
　
　
　
　
，
、
．

　　

@　

S
・
（
§
〉
　
「
法
令
全
書
，
　
　
　
　
　
　
／
　
　
ち
F
　
セ
」
器
奉
三
九
覆
濁
諾
権
は
蒙
轟
轟
の
鋒
に
娯
て
司
畢
漫
ル
所
ソ
鍵
ス
ヘ
キ
必
務
件
ノ

　
　
昇
　
　
　
　
　
　
　
　
囎
内
未
タ
代
債
ヲ
携
ハ
ザ
ル
分
ハ
賢
主
ゴ
奨
既
等
量
欝
欝
レ
ハ
鴛
瓦
ヲ
乱
闘
ス
事
ヲ
得
ヘ
シ
」
但
現
在
者
用
ノ
揚
縁
夜
具
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス
』
と
あ

　
　
　
輪

　
　
　
　
　
脳
　
　
一
る
参
看
。
本
論
華
士
族
差
押
禁
止
晶
の
果
噸
）
部
ち
家
豫
，
條
項
は
動
門
主
年
七
月
こ
九
霞
太
欧
官
布
告
第
三
筥
二
＋
七
號
「
法
令
全
書
蜜
治

　　

@
　
・
　
　
鉦
年
嚇
三
。
頁
）
を
以
て
取
濡
さ
隻
叉
廃
上
（
ユ
）
〈
小
類
》
條
墳
は
」
窃
溌
年
盛
覧
＋
八
號
響
琴
全
書
男
治
九
茎
貧
い
毒

　
　
　
　
　
　
　
　
㍗
・
　
　
　
て
帯
刀
禁
止
ど
な
る
ま
謄
煮
ば
れ
、
そ
の
後
は
富
落
慶
比
と
な
る
・
ハ
｝
燈
あ
る
。
　
　
“

　　

@　

@　

@
　
．
、
ご
濃
養
叢
書
男
墨
メ
嚢
び
墾
族
で
醤
ぎ
儀
舅
巽
駿
蓋
贅
羅
ド
ハ
君
爆
禁
人
華
子
箋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
解
毒
・
分
』
と
云
う
藤
で
み
る
（
混
事
要
悪
妻
塁
。
些
蝋
養
以
下
所
夙
芸
無
六
戚
万
亨
言
指
令
同
蛋
月
ミ
＋
百
足
柄
裁
弩

　　

@　

@　

@　

@　

@
．
庸
』
）
馨
し
て
、
臨
磐
黛
バ
焚
書
肇
蓼
霧
等
嘗
季
垂
蕩
畜
喜
毒
弱
絵
鷺
羅
・
阜

　　

@
憲
．
　
　
一
違
憲
摩
糞
繕
憲
躍
‡
擁
を
添
、
冗
、
蚤
族
鍵
葦
遷
馨
ぐ
．
・
ご
タ
謡
講
る
毒
う
蔑
に
緊
べ
篭

　　

@　

@　

@　

@　

@
　
　
勇
た
禽
爆
譲
蓮
箪
。
釜
覆
潔
癖
量
囎
奪
4
者
零
同
月
言
提
葵
灘
伺
』
）
。
鷹
畿
按
繕
ズ

、

、』



、

＼

♂

O

匹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
〆
　
幽

．
前
霧
葉
年
骨
＋
二
項
令
、
ゴ
月
＋
九
日
指
令
）
が
、
書
損
＋
重
言
言
『
食
料
下
墨
ト
ツ
・
ア
灘
フ
尊
フ
サ
ル
・
悶
類
ノ
三
二
、

、
亭
差
翠
ハ
摯
蓋
物
ノ
馨
セ
薯
函
シ
タ
ル
雪
旧
事
享
現
・
悶
ノ
之
ナ
碧
ヲ
釜
ニ
テ
磐
置
ノ
可
毒
二
椙
三
三
聯
毒

穫
具
蓋
・
不
震
品
虞
品
褒
レ
ハ
之
ヲ
彦
藷
無
之
レ
キ
褻
代
料
ヲ
以
一
ア
重
畳
カ
サ
ル
，
二
権
シ
・
ア
モ
不
都
合
ノ
回
付
冷
，
・

　
後
食
料
ノ
儀
モ
・
外
不
－
抵
償
今
上
罵
言
標
著
シ
現
米
無
機
撃
キ
へ
別
段
代
金
ヲ
以
悪
態
ス
事
ハ
之
ナ
キ
糠
椙
改
メ
」
ら
れ
た
の
で
あ
る
「
（
「
民
・
事
要
録

三
七
窟
三
七
鶉
季
二
月
曇
是
令
同
月
九
等
号
舞
踏
伺
』
ゾ
・
…
璽

　
　
本
集
抵
蕪
書
房
盆
刃
、
銀
士
族
の
（
六
）
硬
し
て
は
、
『
塞
馨
人
へ
蓄
候
夜
景
農
撃
墜
嬰
茶
贅
ノ
餐
三
世

・
／
二
丁
費
等
ヲ
以
襲
塞
品
下
煮
嚢
小
繋
墾
讐
押
禁
嘘
品
に
入
ら
な
い
と
云
う
羅
で
あ
っ
た
（
鳶
叢
饅
器
＝

　
9
責
餅
揖
駐
塗
ハ
年
＋
二
旦
百
指
令
同
年
＋
万
＋
九
日
足
柄
裁
剣
所
伺
』
）
。
尚
璽
罧
佛
祭
祀
ノ
言
言
婦
女
ノ
三
具
等
ラ
職
業

必
要
晶
ト
合
算
シ
デ
引
書
重
重
之
』
奪
沈
の
著
る
食
事
譲
」
丁
壁
ハ
五
七
頁
以
下
還
暦
治
乱
睾
月
九
三
毒
何
」
）
つ

一
家
簿
婁
に
琴
吉
に
、
塁
量
器
と
苛
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
嘉
、
房
一
般
的
に
象
を
森
驚
と
摩
’
べ
き
燈
あ
ろ
5

，
と
D
意
見
奮
た
が
そ
狂
探
響
れ
な
か
，
つ
た
の
遷
る
。
長
々
乍
ら
次
に
そ
の
嚢
を
出
し
て
参
謹
供
し
よ
亀
「
民
事
要
録
」
寧
篁
O
．

・
λ
養
所
出
‘
『
明
治
六
年
八
月
三
十
鴫
日
回
答
足
柄
裁
判
勝
問
合
年
月
不
詳
』
早
書
秀
二
＋
三
日
禦
豊
成
候
身
代
限
り
御
規
則
塞
，
、

　
士
族
平
民
虜
代
限
抵
貧
ト
シ
差
押
フ
可
ラ
サ
ル
品
類
ノ
内
居
宅
ハ
不
相
見
入
札
錦
ノ
褐
示
案
二
、
建
家
土
遺
手
有
之
上
ハ
勿
論
唐
宅
養
入
札
擁
致
候

．
儀
ト
ハ
、
存
僕
得
共
本
人
職
業
ヲ
爲
ス
ヒ
必
要
ナ
ル
諸
物
品
金
額
五
十
圓
二
手
ル
起
本
人
ノ
撰
ミ
任
セ
差
難
壁
彫
塗
テ
距
離
意
三
代
限
相
威
候
ト
モ

本
人
生
計
・
目
途
ヲ
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節
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＋
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＋
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．
，
一
定
人
の
身
体
そ
の
他
の
人
格
法
理
に
照
す
る
拘
束
）
制
が
扁
般
的
原
則
と
し

ゼ
愛
器
で
あ
毒
盟
髪
狂
磐
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。
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．
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代
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責
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揖
愚
妻
蔭
レ
む
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も
の
で
書
黛
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ぐ
．
㌧
・
∴
．

盤
馨
航
細
甥
藁
諜
櫛
饗
諺
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三
聴
咽
ノ
耀
人
瀦
ヲ
易
．
原
茨
預
ツ
置
旧
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明
治
六
年
七
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十
七
年
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太
政
官
布
告
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；
石
五
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二
號
歓
、
．
　
　
　
　
　
．
．
　
　
　
一
　
～
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．
貸
金
華
墨
務
ヲ
縄
可
キ
登
魏
築
醤
藷
出
竃
暑
サ
、
ル
規
理
レ
下
モ
野
選
ハ
霧
嗜
フ
冷
モ
ノ
右
．

喝
・
期
恨
三
内
身
代
限
遭
フ
壁
訴
出
ル
署
貨
シ

三
原
妻
定
ゑ
、
身
代
限
を
受
け
た
護
、
混
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係
に
於
け
扇
間
の
利
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奪
う
こ
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∵
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司
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．
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右
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．
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と
あ
っ
て
、
翼
長
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で
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事
に
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留
の
行
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れ
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が
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留
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責
任
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一
つ
で
あ
ろ
う
。
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．
．
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叉
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簾
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．
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萌
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＋
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右
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右
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．
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婁
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弩
て
．
そ
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悪
露
誓
書
籍
憲
蚕
う
製
瑠
暴
責
磐

鋤
妻
奮
の
混
同
が
援
的
に
見
ら
鷲
の
で
あ
る
ガ
、
醜
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代
に
入
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て
も
民
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任
混
同
祷
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で
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る
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な
る
島
根
縣
伺
に
窮
し
、
同
年
六
月
二
十
西
日
『
伺
ノ
通
』
と
指
令
し
て
居
る
檬
に
、
民
刑
責
任
が
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し
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る
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．
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葦
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叢
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鉱
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．
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で
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ろ
う
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＋
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條
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制
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よ
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訴
る
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明
治
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損
審
賠
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制
の
概
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を
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そ
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損
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禽
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ら
越
し
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薯
が
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懲
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嚢
乏
落
磐
異
蕩
寡
り
べ
、
少
蓬
亀
概
念
牌
は
充
分
そ
の
竃
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漂
塗
せ
疑
る
を
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懐
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懐
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竃
旛
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讐
Q
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一
　
．
　
　
　
　
一
”
・
　
　
　
　
　
　
　
　
圏
　
　
　
　
．
　
　
ゴ
　
∫
p

・
明
治
期
に
入
っ
て
も
そ
の
類
例
を
見
回
す
の
で
あ
る
。
’
．
一
2
。
　
　
　
　
　
，
　
・
　
－
．
　
・
　
．
　
　
　
．
・
「
．
　
㌦
．

　
も
か
し
∵
明
治
六
年
頃
が
ら
は
之
を
見
る
こ
と
が
爵
來
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
・
．
”
，

　
　
　
　
れ
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
サ

運
指
治
六
年
輩
翌
是
は
奮
訴
期
限
制
」
が
聾
さ
講
参
の
纏
に
つ
遣
定
期
限
室
過
書
そ
軍
門
護
響
な
、
．
・

姻
と
云
う
こ
畜
資
ぷ
徒
書
羅
儂
婁
レ
誹
搾
ル
者
ハ
募
儒
最
導
タ
紅
紫
嬉
受
努
へ
薯
ハ
一
．
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
　
や
コ

七
な
い
毒
う
こ
と
薫
る
の
で
融
．
徳
川
唾
壷
要
し
三
責
任
婁
債
務
の
事
禦
婆
す
る
の
腐
る
。
、
．
い
煽
～

霜
遷
「
之
を
考
え
覧
渡
い
の
越
明
治
初
習
業
鑑
の
喋
で
麓
、
寵
の
如
く
，
翠
初
期
に
囎
婿
鷺
末
ρ

相
盗
馨
が
行
ば
発
0
で
診
互
そ
れ
ご
於
て
は
一
思
務
の
繊
訴
は
受
理
し
な
い
言
う
の
で
盈
、
稲
し
で
そ
れ
養
毯
蕩
9

憲
肇
書
濃
蔵
書
馨
葺
が
、
，
丞
瀦
梁
受
理
喜
ケ
に
、
叉
循
常
同
檬
に
俵
嚢
判
不
昼
、
某
．

，
取
肖
遷
裁
判
二
璽
准
の
表
現
を
採
つ
撃
衡
が
癒
て
灘
『
不
二
上
世
は
懐
的
髄
も
毒
血
否
用
例
に
．
’
．

選
．
是
回
し
な
い
と
云
う
こ
ま
を
忌
違
た
か
β
ぶ
と
云
う
を
で
勇
ゆ
．
・
、
．
．
・
　
、
．
．
・
．
＾
六
）

幽
明
治
要
司
書
饗
叢
叢
録
」
に
於
て
拡
、
籍
墾
導
蚤
軽
羅
撮
に
纂
餐
て
居
る
♀
あ
る
粧
．
紫
誉
．

雲
鰹
節
ち
菟
器
濃
穫
重
し
な
い
去
う
制
規
を
、
馨
農
事
詔
つ
と
髪
毒
で
勇
、
を
雲
隠
代
霜
回

書
、
絶
訴
期
限
不
備
の
補
空
し
託
行
苫
れ
潅
も
2
髪
ら
砦
の
で
融
を
う
か
遷
る
壷
然
芸
葺
き
で
あ
ろ
う
．

二
方
、
前
記
の
着
く
明
糞
年
＋
二
月
と
誉
と
，
書
留
二
期
恨
禦
確
立
し
、
出
訴
濃
野
壺
後
は
受
理
至
る
は
勿
論
．
債
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追
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法
政
研
究
第
十
七
巻
合
併
號
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飾
　
・
　
　
」
五
八

　
　
　
　
　
　
　
　
権
そ
の
も
の
も
消
滅
す
る
と
云
う
ご
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
以
後
少
く
と
も
禺
訴
期
限
に
…
關
す
る
限
り
、
裁
判
所
不
受
理
の
意

ド
　
妹
が
攣
改
集
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
そ
出
訴
期
限
制
2
つ
と
考
え
ら
れ
た
鶉
奪
も
拠
窪
し
な
養
轟
で
あ
る
・

　
　
　
「
　
　
　
　
　
斑
訴
期
限
極
上
の
不
受
理
な
る
概
念
は
か
く
攣
っ
た
の
で
あ
る
が
駒
之
は
そ
の
他
の
場
合
に
就
い
て
も
同
譲
に
云
え
る
か
ど
う
か
、
今
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詳
論
の
邊
を
有
し
な
い
が
、
此
新
し
琶
不
受
理
の
概
念
な
、
一
般
的
概
念
で
も
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
・
．
　
　
　
　
回
り
と
す
れ
ば
、
責
任
”
な
き
債
務
の
範
國
は
釜
語
意
少
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
　
、
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二
　
　
　
　
　
　
も
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犠

・
　
　
、
徳
摂
聾
に
は
漏
ケ
夜
露
」
な
る
製
が
あ
塾
（
鰭
債
傭
係
は
黛
暴
罐
を
認
あ
ら
れ
な
い
と
す
赫
霧
る
四
三
、

・
、
　
　
　
　
　
　
仲
ケ
聞
事
制
も
、
明
治
に
入
つ
℃
も
爾
ほ
行
は
れ
寒
の
で
あ
る
。
写
し
か
し
朋
治
五
年
十
．
一
月
三
八
E
に
は
康
止
さ
れ
る
の
で
あ
つ
で
、
・
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
川
時
代
に
比
し
て
、
責
任
な
き
債
務
例
が
亦
で
つ
少
く
な
る
D
で
あ
る
。
　
h
　
　
“
…
　
　
、
、

．
囲
　
，
亥
皆
簾
窟
に
躍
陣
親
そ
の
彊
警
護
忌
掛
る
婁
は
親
類
曇
逢
と
叢
濃
聖
し
蚕
さ
蒙
霧
。

　
　
　
　
　
　
　
　
双
奉
公
人
或
数
家
凍
等
嚇
そ
の
主
入
を
訴
う
る
℃
と
も
受
理
さ
燕
な
か
っ
た
の
で
あ
ス
甲
。
之
が
明
治
に
入
偽
ま
（
次
の
伺
指
令
た
見
え
る
様

　
　
　
　
　
　
，
に
、
親
馨
訟
も
蓬
詫
る
の
で
毒
第
鯉
実
司
法
省
密
雲
治
葦
六
月
＋
吾
馨
縣
璽
に
恐
：
砥
、
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魏
軽
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一
叢
ケ
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滞
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ハ
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ツ
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准
理
ろ
ヘ
キ
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…
身
代
嚢
償
可
申
付
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月
添
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、
　
　
此
三
三
事
者
條
件
よ
り
回
る
無
訴
権
關
係
も
、
嘔
明
治
時
代
に
入
る
と
溝
滅
す
み
の
で
あ
る
。
．

　
　
．
薇
川
時
代
の
責
任
法
上
に
は
、
債
務
主
体
と
責
任
主
体
と
が
異
る
場
合
が
あ
ウ
内
そ
れ
は
不
動
産
質
關
係
に
就
い
て
も
見
ら
れ
は
し
ま
・

い
か
と
秀
ξ
髭
髪
え
た
の
翌
翌
．
顕
し
ぐ
鷹
峯
，
藁
塚
代
の
不
動
霧
は
物
事
、
量
質
の
本
質
を
有
す
盈
φ
、

、
遷
る
が
，
既
に
中
世
の
如
爆
撃
潔
の
婆
儀
早
之
俵
っ
て
覆
意
匠
縷
の
蕩
を
俘
書
と
が
な
く
な
っ
た
の
で
、
・
・

・
賛
入
不
動
繧
純
物
的
責
任
物
た
る
養
を
失
う
塁
り
た
の
で
み
る
。
馨
、
徳
川
晦
代
の
不
動
産
質
純
量
養
単
離
僻
回
忌

糞
例
の
現
釜
墨
こ
と
欝
覆
濾
霧
。
．
し
か
し
傭
時
代
の
不
量
質
の
責
に
贋
物
の
屡
條
詩
醗
の
蘂
暮

三
す
る
の
で
．
當
糖
不
鍵
質
關
係
撮
、
責
任
責
．
難
壁
景
観
念
羨
み
努
ご
と
が
出
逢
堪
ま
い
か
と
秀
零
や

　
　
る
。
、
．
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、
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扱
で
、
明
治
に
入
つ
噛
て
、
冷
動
産
播
保
法
ゆ
明
治
六
年
雪
月
十
七
日
の
「
地
所
質
入
書
入
規
則
」
を
以
て
先
づ
整
備
せ
ち
れ
る
の
で
あ

．
る
が
、
そ
σ
箏
二
條
に
・
質
物
婆
換
算
欝
滅
の
原
則
窺
躍
れ
ゼ
純
物
的
代
當
謬
製
酪
し
て
居
る
の
で
麗
。
正

紫
世
法
覆
薯
で
あ
惹
。
此
黙
素
て
は
明
治
登
簿
法
㌶
し
て
、
霧
責
琶
別
が
よ
り
判
箋
る
も
一
の
が
臣
子
で
あ
、
・

ゑ
し
か
し
そ
れ
は
聞
も
な
く
領
得
年
秀
士
一
葦
ば
篇
せ
ら
れ
、
璽
三
方
籍
質
果
婆
備
え
嚢
と
緩
る
の
書

　
つ
て
、
杢
般
葡
に
見
て
噛
．
徳
川
時
代
に
比
し
、
責
任
主
体
、
．
債
務
主
筆
異
臥
の
概
愈
は
よ
り
不
明
瞭
に
な
る
め
で
あ
る
。
　
－

　
　
・
以
上
取
り
上
げ
た
問
跡
を
癒
し
て
見
る
限
り
、
債
務
責
任
颪
別
概
念
は
∵
位
置
時
代
り
方
が
、
よ
り
判
然
と
看
取
す
る
こ
と
が
出
來
ゐ

　
　
と
云
書
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
・
　
．
、
「
、
．
㌦
　
　
．
　
：
　
、
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パ
一
）
　
一
註
（
二
）
所
引
第
七
章
第
三
節
。
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